（様式１）

「令和８年度幼稚園教員資格認定試験、小学校教員資格認定試験
及び高等学校（情報）教員資格認定試験運営業務」企画競争申請書

	

申

請

者

	企業・団体名
	


	
	代表者役職名
氏名（ふりがな）
	

                                               

	
	所　在　地
	
〒


	

連

絡

担

当

窓

口

	所属部署・役職名
	


	
	氏名（ふりがな）
	


	
	
所　在　地

	
〒


	
	電話番号
	


	
	
Ｅ－ｍａｉｌ

	












（様式２）
組織体制図

	
 ※　本業務を実施するための責任者と業務担当者の役割分担、及び再委託がある場合の当該業務名及び再委託先の事業者名とその責任体制について、人員数、配置等を体制図により記載すること。




















（様式３）
組織としての類似業務を行った実績

	１
	発　注　者
	

	
	実 施 期 間
	

	
	試験の名称
	※　試験運営業務全般を行った試験の名称を記載する。そのうち再委託の業務がある場合はその業務名を（　）で記載すること。


	
	受験者総数
	　　約　　　　　　　　　人　　　　　　　

	２
	発　注　者
	

	
	実 施 期 間
	

	
	試験の名称
	



	
	受験者総数
	　　約　　　　　　　　　人　　　　　　　

	３
	発　注　者
	

	
	実 施 期 間
	

	
	試験の名称
	



	
	受験者総数
	　　約　　　　　　　　　人　　　　　　　

	４
	発　注　者
	

	
	実 施 期 間
	

	
	試験の名称
	



	
	受験者総数
	　　約　　　　　　　　　人　　　　　　　

	５
	発　注　者
	

	
	実 施 期 間
	

	
	試験の名称
	



	
	受験者総数
	　　約　　　　　　　　　人　　　　　　　







（様式４）
試験運営体制
（試験運営体制図）
	















	
（試験運営スタッフの選定基準及び確保計画）

	名　　　称
	選定基準及び確保計画

	


	


	


	



	


	

	


	


	


	



（様式５）
情報セキュリティ対策

	
※　本業務の実施に際して講じる情報セキュリティ対策の実施内容について記載すること。
















（様式６）
情報管理体制

	
· 本業務の実施にあたり、受注者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、当機構の
意図せざる変更が加えられない管理体制とすること。















（様式７）
本業務従事者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報

	

















（様式８）
情報セキュリティインシデント発生時の対処方法

	
※　情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制および対処手順について記載すること。

















（様式９）

ワーク・ライフ・バランスを推進する企業としての法令に基づく認定（該当がある場合のみ提出）
	
「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」（平成28年３月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）及び「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」に基づき、以下に掲げる認定等を有する企業を審査において評価します。
以下に掲げる認定等を有する場合、該当するものにチェックを入れてください。

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業）等
□　認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。）
□　認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。）
□　認定段階３
□　プラチナえるぼし認定
□　行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が100人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）
□　くるみん認定①（平成29年３月31日までの基準）（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条又は平成29年改正省令附則第２条第３項の規定に基づく認定）
□　トライくるみん認定①（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）（次世代法施行規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第146号。以下「令和６年改正省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条第１項第３号及び第４号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前の次世代法施行規則第４条第１項第３号及び第４号に掲げる基準による認定
□　くるみん認定②（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準）（次世代法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第185号。以下「令和３年改正省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第4条又は令和３年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和３年改正省令による改正前の次世代法施行規則第４条に掲げる基準による基づく認定（ただし、くるみん①の認定を除く。））
□　トライくるみん認定②（令和７年４月１日以降の基準）（令和６年改正省令による改正後の次世代法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４条第１項第３号及び第４号に掲げる基準による認定
□　くるみん認定③（令和４年４月１日～令和７年３月31 日までの基準）（令和６年改正省令による改正前の次世代法施行規則第４条第１項第１号及び第２号又は令和６年改正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前の次世代法施行規則第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定（ただし、くるみん①及びくるみん②の認定を除く。））
□　くるみん認定④（令和７年４月１日以降の基準）（令和６年改正省令による新施行規則第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定）
□　プラチナくるみん認定
□　行動計画（令和７年４月１日以降の基準）策定済（次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が100人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定
□　ユースエール認定

上記のいずれかに該当する認定等を有する場合、本業務計画書と併せて、認定等を証する書類の写しを提出すること。




